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おしらせ版 

　

市
で
は
、『
グ
リ
ー
ン
カ
ー

テ
ン
（
緑
の
カ
ー
テ
ン
）
発
表

会
』の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
の
設
置

は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
取
り

組
み
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ

ン
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
日
差

し
が
和
ら
ぎ
、
葉
の
蒸
散
作
用

で
涼
し
い
風
が
部
屋
に
入
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
エ
ア
コ

ン
な
ど
の
使
用
を
減
ら
し
て
省

エ
ネ
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
地
球
温
暖
化

の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素
の

排
出
量
を
抑
え
る
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
夏
期
の
電
力
供
給
不

足
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
皆
さ

ん
一
人
一
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
節

電
へ
の
取
り
組
み
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
夏
は
、
地
球
温
暖
化

対
策
の
た
め
、
ま
た
安
定
し
た

電
力
の
供
給
の
た
め
に
も
、
グ

リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を
作
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
秋
に
は
ひ
と
夏
を

快
適
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た

自
慢
の
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を

ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

今年の夏は、地球温暖化対策・安定した電力供給のためにご参加ください

●問合先　市役所生活環境課　内線 147　

対象 市内の一般家庭、学校、会社および店舗など

植物
種類

グリーンカーテンは、緑のカーテン状になるも
の（ゴーヤ、アサガオ、ヘチマなどのつる性植物）
であれば自由

応募
方法

▶参加申込
９月 30日（金）までに、電話または電子メール・
ＦＡＸで申し込む〈必須事項：氏名（団体名）、
住所、電話番号〉
▶実施報告
実施報告書・グリーンカーテンの写真または画
像を 10月７日（金）までに生活環境課へ提出（郵
送・持参、または電子メールで報告）
※実施報告書用紙は、市ホームページから取得
または生活環境課から送付

その他 参加賞あり／市役所市民ホールで写真展示
（10月中旬から下旬を予定）

◎発表会申込内容

▲昨年市役所庁舎で実施したグリーンカーテン
〈グリーンカーテンとは・・・〉
ゴーヤ、アサガオ、ヘチマなどのつる性の植物
を窓の外にはわせ、夏の日差しを和らげ、室温
の上昇を抑える自然のカーテンのことです。
ご希望の方に生活環境課窓口でアサガオの種
を配布します（数に限りがありますのでご了
承ください）。　 　※月～金曜日、祝日を除く

今が植え
今が植えどき！！
どき！！
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願
い
し
ま
す
）

▼
対
象
と
な
ら
な
い
漏
水

・・
１
・
２
月
分
検
針
以
前
か
ら

の
漏
水
と
認
め
ら
れ
る
場
合

・・
３
・
４
月
分
検
針
以
降
に
発

生
し
た
漏
水
と
認
め
ら
れ
る

場
合

※
通
常
の
漏
水
減
免
制
度
の
対

象
に
な
る
場
合
あ
り

▼
申
請
方
法

　

漏
水
修
理
完
了
後
、
料
金
減

額
申
請
書
・
給
水
装
置
漏
水

修
繕
済
証
明
書
（
上
下
水
道

事
務
所
窓
口
、
ま
た
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
）
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

　

東
日
本
大
震
災
で
、
水
道
設

備
の
破
損
に
伴
う
漏
水
が
あ
っ

た
場
合
、
水
道
料
金
・
下
水
道

（
農
集
排
）
使
用
料
を
減
免
し

ま
す
。

▼
減
免
対
象

　

３
月
11
日
か
ら
３
・
４
月
分

の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
ま
で

に
発
生
し
た
漏
水
で
、
修
理

完
了
月
分
ま
で
（
５
・
６
月

分
ま
で
）
の
漏
水
量

▼
減
免
条
件

　

５
・
６
月
分
検
針
（
６
月
中

旬
）
ま
で
に
修
理
が
完
了
し

て
い
る
こ
と
（
速
や
か
に
指

定
工
事
業
者
で
の
修
理
を
お

▼
手
続
き
が
不
要
な
方

　

現
在
子
ど
も
手
当
受
給
中

で
、
支
給
対
象
と
な
る
子
ど

も
の
数
に
変
更
が
な
い
方

▼
手
続
き
が
必
要
な
方

　

次
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。
児
童

福
祉
課
の
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
請
求
申
請
が
必
要
な
と
き

・・
出
生
な
ど
で
新
た
に
養
育
す

る
子
ど
も
が
増
え
た
と
き

※
既
に
受
給
し
て
い
る
場
合
も

請
求
申
請（
額
改
定
）
が
必
要

・・
既
に
受
給
し
て
い
て
、
守
谷

市
に
転
入
し
た
と
き

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で

申
請

◎
届
出
（
消
滅
届
）
が
必
要
な

と
き

・・
受
給
者
や
子
ど
も
が
守
谷
市

か
ら
転
出
す
る
と
き
（
転
出

先
へ
の
認
定
申
請
が
必
要
）

・・
子
ど
も
を
養
育
し
な
く
な
っ

た
と
き

・・
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た

と
き
（
勤
務
先
へ
の
認
定
請

　

求
が
必
要
）

・・
受
給
者
や
子
ど
も
が
死
亡
し

た
と
き

※
単
身
赴
任
な
ど
、
受
給
者
の

方
一
人
が
転
入
・
転
出
さ
れ

る
場
合
も
手
続
き
が
必
要

　

毎
年
６
月
に
実
施
し
て
い
た

「
現
況
届
」
の
提
出
は
不
要
と

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
今
後

10
月
以
降
に
届
出
・
申
請
な
ど

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
決
ま
り
次
第
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
広
報
も
り
や
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
問
合
先

　

市
役
所
児
童
福
祉
課　

児
童

健
全
育
成
Ｇ

　

内
線
１
５
３
・
１
５
６

　

子
ど
も
手
当
は
、
平
成
23
年

４
月
か
ら
９
月
ま
で
の
６
か
月

間
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
月
額

１
万
３
０
０
０
円
が
引
き
続
き

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
「
平
成
22
年
度
に
お
け
る
子

ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
い
た
子
ど
も
手
当

の
支
給
が
、
平
成
23
年
３
月
で

終
わ
る
こ
と
で
生
じ
る
混
乱
を

回
避
す
る
観
点
か
ら
、
暫
定
的

に
継
続
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
10
月
以
降
の
子
ど
も

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
国
会
で
審
議
さ
れ
、
決
定

さ
れ
ま
す
。

▼
支
給
対
象

　

０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で

の
子
ど
も
（
０
歳
か
ら
15
歳

に
な
っ
た
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）

※
所
得
制
限
な
し

▼
支
給
金
額

　

子
ど
も
一
人
に
つ
き（
月
額
）

１
万
３
０
０
０
円

▼
支
給
月
日

・
６
月
10
日
（
２
月
〜
５
月
分
）

・
10
月
７
日
（
６
月
〜
９
月
分
）

平
成
平
成
2323
年
９
月
分
ま
で
引
き
続
き
支
給

年
９
月
分
ま
で
引
き
続
き
支
給

子
ど
も
手
当　

月
額
１
万
３
０
０
０
円

子
ど
も
手
当　

月
額
１
万
３
０
０
０
円

６
月
の
現
況
届
は

６
月
の
現
況
届
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん

必
要
あ
り
ま
せ
ん

▶認定漏水量の算定方法
平成 22年９・10月分、11・12月分、
平成 23年１・２月分の３期平均使用
水量を使用水量として認定漏水量を算
定します。
　①３・４月分認定漏水量
　　「３・４月分検針での使用水量」
　　　　　　　　ー「平均使用水量」
　②５・６月分認定漏水量
　　「５・６月分検針での使用水量」
　　　　　　　　ー「平均使用水量」
《例》
　３・４月分検針使用水量が 200㎥、
　平均使用水量が 50㎥の場合
　認定漏水量は、
　　200㎥　ー　50㎥　＝　150㎥
※既に３・４月分の料金を納付されて
いる場合は、減免分の料金を還付

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
漏
水
の
減
免

　
　
　

▼
問
合
先　

上
下
水
道
事
務
所　

経
営
Ｇ　

☎
48
・
１
８
４
２

　手話通訳者を目指す方の　手話通訳者を目指す方の

「手話講習会」開催「手話講習会」開催

　手話通訳者を目指すために必要な技術を習得
し、平成 24 年度茨城県手話通訳者養成講座の受
験を目指す方のための講習会を開催します。
▶日時　７月８日㈮～
　　　　平成 24年１月 27日㈮　※全 22回
　　　　19:00 ～ 21:00
▶会場　市役所大会議室
　　　　※受講人数等で変更有
▶対象　市内在住・在勤の 18 歳以上で、手話で

日常会話ができ、手話通訳者を目指す方
▶定員　20人※超過の場合抽選
▶費用　無料
　　　　※教材費は自己負担
▶申込方法
　往復はがきに、住所・氏名・年齢・勤務先・電
話番号・志望動機を記入の上、６月 16 日㈭ま
でに郵送する※当日消印有効
▶申込・問合先
　〒 302-0198　守谷市大柏 950ー 1
　守谷市役所社会福祉課
　障害福祉Ｇ　内線 165

　私立幼稚園へ通園している園児の保護者に対
し、私立幼稚園就園奨励費補助金、私立幼稚園児
保育料補助金を交付します。
　私立幼稚園就園奨励費補助金は、市町村民税の
所得割額（父母等の所得割額の合算が 183,000
円以下）に応じて補助額が決定・交付されます。
また、私立幼稚園児保育料補助金は、所得に関係
なく、月額2,000円で在園月数分が交付されます。
　申請は、６月中に幼稚園から配布される申請用
紙に必要事項を記入の上、通園している幼稚園へ
提出してください。交付は、翌年３月に口座振込
で支給します。
　なお、他市町村の幼稚園へ通っている方で、幼
稚園から申請書が届かない方は、児童福祉課へ連
絡してください。
▶問合先
　市役所児童福祉課
　児童福祉Ｇ　内線 152・153

　福島県の義援金の配分手続きが始まりました。
日本赤十字社等に寄せられた義援金、福島県へ寄
せられた義援金が配分されます。対象要件・申請
方法など、詳しくは福島県災害対策本部県外避難
者支援担当（茨城県庁内）☎ 029-301-6740 へ問
い合わせてください。

　ニュージーランド地震災害被災者の方々に、皆
さんからの温かいお気持ちを寄せていただき、誠
にありがとうございました。救援金は、日本赤十
字社茨城県支部を通して被災地に送金しました。

（３月 31日現在）
ニュージーランド地震災害救援金　 66,582 円
　内訳　・・募金箱（市役所ロビー）　 52,979 円
　　　　・・みずき野町内会　 13,603 円

　被災地から市内に避難されている方に対して、
義援金や白米の提供をお願いしたところ、現金
1,733,027 円と 907kg の白米を提供いただきま
した。市民の皆さんのご厚情、誠にありがとうご
ざいました。
　これらの配分については、義援金配分委員会
で協議した結果、お見舞金として１人当たり
20,000円、白米については10kgを支給しました。
残金等については、同委員会で決定します。
　なお、今回いただいた義援金等は、４月 25 日
現在、市内に避難をしており、市災害対策本部に
避難の届出をしている方に配分しました。

私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園児保育料補助金私立幼稚園児保育料補助金

茨城県内で避難生活をされている茨城県内で避難生活をされている
福島県民の皆さんへ福島県民の皆さんへ

義援金配分手続きが開始義援金配分手続きが開始

ニュージーランド地震災害ニュージーランド地震災害
救援金をありがとうございました救援金をありがとうございました

市内避難者の方へ寄せられた市内避難者の方へ寄せられた

義援金・義援物資配分のお知らせ義援金・義援物資配分のお知らせ
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お
知
ら
せ

金
８
０
０
０
万
円
／
設
備
・
運

転
併
用
８
０
０
０
万
円　

▽
保

証
料　

０
・
７
％
（
県
が
全
額

補
助
し
ま
す
）

②
業
績
関
係

▽
対
象　

東
日
本
大
震
災
の

影
響
で
地
震
発
生
後
１
か
月

当
た
り
の
平
均
受
注
高
（
ま
た

は
平
均
売
上
高
）
が
、
前
年

同
期
比
で
５
％
以
上
減
少
し

て
い
る
企
業
▽
融
資
限
度
額

運
転
資
金
８
０
０
０
万
円

▽
保
証
料　

０
・
45
〜
１
・

９
％
（
う
ち
、
県
が
５
割
補

助
し
ま
す
）

▼
問
合
先

県
商
工
労
働
部
産
業
政
策
課

金
融
Ｇ

☎
０
２
９
・
３
０
１
・
３
５
３
０

http://w
w
w.pref.ibaraki.

jp/bukyoku/syoukou/
shosei/yushi/yushitop.htm

　

県
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に

伴
い
被
害
を
受
け
、
経
営
の
安

定
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
県

内
に
事
業
所
を
持
つ
中
小
企
業

の
皆
さ
ん
へ
特
別
対
策
融
資
を

行
い
ま
す
。
災
害
復
旧
や
経
営

安
定
化
の
た
め
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
融
資
概
要

①
罹り

さ
い災
関
係

▽
対
象　

市
町
村
長
等
か
ら
東

日
本
大
震
災
に
係
る
罹
災
証
明

を
受
け
た
企
業
（
守
谷
市
の
罹

災
証
明
書
は
、
守
谷
消
防
署
で

発
行
）
▽
融
資
限
度
額　

設
備

資
金
８
０
０
０
万
円
／
運
転
資

　

こ
の
カ
ー
ド
を
提
示
す
る

と
、「
い
ば
ら
き
子
育
て
家
庭

優
待
制
度
」
の
協
賛
店
舗
で
買

い
物
な
ど
の
際
に
、
料
金
割
引

や
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
対
象　

福
島
県
か
ら
守
谷
市

へ
避
難
し
て
お
り
、
妊
娠
中
の

方
や
18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
の

い
る
世
帯
▼
カ
ー
ド
有
効
期
限

一
番
下
の
お
子
さ
ん
が
18
歳
に

な
っ
た
年
度
の
３
月
31
日
ま
で

▼
申
請
方
法　

児
童
福
祉
課
、

総
合
窓
口
課
、
保
健
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
で
、
健
康
保
険
証
や
母

子
手
帳
な
ど
の
お
子
さ
ん
の
年

齢
等
を
確
認
で
き
る
書
類
を
持

参
し
申
請
す
る
※
書
類
等
が
な

い
場
合
は
要
相
談

▼
問
合
先　
市
役
所
児
童
福
祉
課

児
童
福
祉
Ｇ　

内
線
１
５
７

　

認
知
症
介
護
の
悩
み
を
介

護
者
同
士
が
お
互
い
に
話
し
合

い
、
耳
を
傾
け
る
場
で
す(

偶

数
月
は
、臨
床
心
理
士
も
出
席)

。

▼
日
時　

６
月
８
日
㈬
午
後
１

時
30
分
〜
３
時
▼
会
場　

市
役

所
和
室
▼
対
象　

市
内
在
住
の
方

▼
問
合
先　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー　

内
線
１
７
７

☎
45 

・
１
７
４
４
（
直
通
）

　

所
有
す
る
住
宅
が
認
定
長
期

優
良
住
宅
の
場
合
、
固
定
資
産

税
の
減
額
手
続
き
を
す
る
と
、

軽
減
期
間
が
新
築
後
５
年
に
延

長
さ
れ
ま
す
。未
申
請
の
方
は
、

長
期
優
良
住
宅
認
定
通
知
書
と

固
定
資
産
税
減
額
申
請
書
（
担

当
課
窓
口
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
）
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

認
定
長
期
優
良
住
宅
を
所
有

し
、
申
請
の
有
無
が
不
明
の
場

合
は
、「
平
成
23
年
度
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知

書
」
の
課
税
明
細
書
の
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

備
考
欄
に
「
長
期
新
築
軽
減

適
用
」
と
記
載
が
な
い
方
は
、

軽
減
期
間
を
延
長
で
き
ま
す
。

▼
提
出
・
問
合
先　

市
役
所
税
務
課　

資
産
税
Ｇ

内
線
２
０
２
・
２
０
３

　

福
島
県
か
ら
守
谷
市
へ
避
難

さ
れ
て
い
る
家
族
の
方
へ
「
い

ば
ら
きkids Club

カ
ー
ド

（
キ
ッ
ズ
カ
ー
ド
）」
を
発
行
し

ま
す
。

人
福
祉
施
設
・
介
護
老
人
保
健

施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
）

に
入
所
・
入
院
、
ま
た
は
短
期

入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を

利
用
す
る
と
き
に
か
か
る
食

費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
負

担
が
、
申
請
す
る
こ
と
で
軽
減

さ
れ
ま
す
。

▼
対
象　

介
護
保
険
施
設
利
用

者
、
ま
た
は
利
用
予
定
が
あ
る

方
で
次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当

す
る
方

①
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

（
同
じ
世
帯
の
方
全
員
が
市

町
村
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い

な
い
世
帯
）

②
生
活
保
護
受
給
者

▼
申
請
方
法　

介
護
福
祉
課
に

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

申
請
書
」
を
提
出
す
る

※
更
新
・
新
規
と
も
審
査
後
の

認
定
結
果
は
後
日
郵
送

※
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
利

用
施
設
に
提
示
す
る
こ
と

▼
注
意
事
項　

・・
負
担
限
度
額
認
定
期
間
は
、

７
月
１
日
〜
平
成
24
年
６
月

30
日

・・
随
時
申
請
の
認
定
期
間
は
、

申
請
月
１
日
〜
翌
６
月
30
日

（
申
請
漏
れ
の
場
合
は
、
申

請
月
の
１
日
か
ら
認
定
）

・・
本
人
や
世
帯
の
所
得
が
分
か

ら
な
い
場
合
は
認
定
で
き
な

い
た
め
、
無
収
入
（
非
課
税

年
金
受
給
者
も
含
む
）
や
未

申
告
の
方
は
、
住
民
税
申
告

を
す
る
必
要
あ
り

◎
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

軽
減
確
認
証

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
提
供
す

る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
方
が
、
次
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
す
る

こ
と
で
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

▼
対
象
・
軽
減
額　

①
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非

課
税
で
、
収
入
（
預
金
・
資

産
）
や
世
帯
の
状
況
、
利
用

者
負
担
等
を
総
合
的
に
判
断

し
、
生
計
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
た
方
…
利
用
者
負

担
の
４
分
の
１
（
老
齢
福
祉

年
金
受
給
者
は
２
分
の
１
）

に
相
当
す
る
額

②
生
活
保
護
受
給
者
…
個
室
の

居
住
費
に
係
る
利
用
者
負
担

額
全
額

▼
申
請
方
法　

介
護
福
祉
課
窓

口
で
直
接
申
請
す
る

▼
申
請
・
問
合
先　

市
役
所

介
護
福
祉
課　

介
護
福
祉
Ｇ

内
線
１
７
２

　

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
及
び
社
会
福
祉
法
人
等
利
用

者
負
担
軽
減
確
認
証
の
認
定
期

間
は
、
６
月
30
日
ま
で
で
す
。

　

更
新
の
必
要
な
方
は
、
申
請

書
（
５
月
31
日
発
送
予
定
）
が

届
き
次
第
、
速
や
か
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
規
で

必
要
な
方
は
、
随
時
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
、
介
護
保
険
施
設
（
介
護
老

介
護
保
険
施
設
利
用
料
の
負
担

介
護
保
険
施
設
利
用
料
の
負
担

限
度
額
認
定
証
等
の
更
新
申
請

限
度
額
認
定
証
等
の
更
新
申
請

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

不
妊
治
療
費
助
成
事
業

認
知
症
の
方
の
家
族
の
集
い

認
知
症
の
方
の
家
族
の
集
い

認
定
長
期
優
良
住
宅
の

認
定
長
期
優
良
住
宅
の

固
定
資
産
税
減
額
手
続
き

固
定
資
産
税
減
額
手
続
き

東
日
本
大
震
災
に
伴
う

東
日
本
大
震
災
に
伴
う

中
小
企
業
特
別
対
策
融
資

中
小
企
業
特
別
対
策
融
資

　

県
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け

た
方
に
治
療
費
の
一
部
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
治
療　

体
外
受
精
、
顕

微
授
精
（
４
月
１
日
〜
平
成
24

年
３
月
31
日
に
治
療
が
終
了
し

た
方
）
▼
助
成
内
容　

一
回
の

治
療
に
つ
き
最
高
15
万
円
（
年

度
内
２
回
ま
で
申
請
可
）
※

通
算
10
回
限
度
（
初
年
度
は
３

回
ま
で
）
▼
対
象　

次
の
す
べ

て
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方

法
律
上
婚
姻
し
、
夫
お
よ
び
妻

の
い
ず
れ
か
が
県
内
に
住
所
を

有
す
る
こ
と
／
夫
お
よ
び
妻
の

前
年
（
１
〜
５
月
の
申
請
は
前
々

年
）
の
所
得
の
合
計
が
７
３
０
万

円
未
満
で
あ
る
こ
と
／
指
定
医

療
機
関
の
治
療
で
あ
る
こ
と

▼
申
請
必
要
書
類　

県
不
妊

治
療
費
補
助
金
交
付
申
請
書

（
様
式
第
１
号
）
／
県
不
妊
治

療
費
助
成
事
業
受
診
等
証
明

書
（
様
式
第
２
号
）
／
医
療
費

領
収
書
の
原
本
／
住
民
票
／
夫

お
よ
び
妻
の
所
得
課
税
証
明
書

（
控
除
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

各
１
通
※
申
請
期
限
あ
り

▼
問
合
先

竜
ケ
崎
保
健
所　

健
康
増
進
課

☎
０
２
９
７
・
62 

・
２
１
７
２

福
島
県
か
ら
の
避
難
家
族
の
方
へ

福
島
県
か
ら
の
避
難
家
族
の
方
へ

い
ば
ら
き
キ
ッ
ズ
カ
ー
ド
発
行

い
ば
ら
き
キ
ッ
ズ
カ
ー
ド
発
行

　庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペー
スメーカーや被災地の注射器の材料に使うため金
とプラチナが不足している。貴金属を持っていた
ら出してほしい」と声を掛けられた。断ったの
に「タンスを開けたらあるでしょう」などとしつ
こく言われ、「被災地で使われるのなら…」とい
う思いもあり、一応探してみようと家に向かうと
玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス 3
本と指輪を出すと、買取料として 5,000 円を渡
された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。
ひとこと助言
◯「不意打ち的に勧誘され、訳が分からないうち
に買い取られた」「強引で怖かった」など、貴
金属の訪問買取の相談が寄せられています。
◯最近は「人の命が助かる」「医療機器に再生す
るので社会貢献になる」など、親切心に付け込
むケースが出てきました。
◯突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取
られてしまうケースが多く見られます。買い
取ってもらうつもりがなければ、勇気を出して
きっぱりと断りましょう。居座られたり脅され
たりしたときは、警察を呼びましょう。

トラブルにあったら、相談窓口へ
・・市消費生活センター　☎ 45 － 2327（直通）
　〔市役所２階経済課内〕　月～金曜日
　9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
　※祝日・年末年始を除く
・・消費者ホットライン　☎ 0570－064－370
　※土・日曜日、祝日の 10：00 ～ 16：00 は国
民生活センターを案内

　６月１日～ 10 日は、「電波利用環境保護周知
啓発強化期間」です。私たちの生活に必要不可欠
な電波利用を保護し、安全で豊かな社会の実現の
ため、電波はルールを守り正しく使いましょう。
▶問合先　総務省関東総合通信局
・・不法無線局による混信・妨害
　☎ 03ー 6238ー 1939
・・テレビ・ラジオの受信障害
　☎ 03ー 6238ー 1945
・・地上デジタル放送の受信相談
　☎ 03ー 6238ー 1944

暮らしのコーナー
ペースメーカーの材料に !ペースメーカーの材料に !

新手の貴金属の訪問買取新手の貴金属の訪問買取

守って！　電波のルール守って！　電波のルール

お知らせお知らせ

※問合先のGはグループの略表記

おしらせ版h2305_3.indd   4-5 11/05/20   18:25

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/yushi/yushitop.htm
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開　　催

開　
　

催

で　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

▼
相
談
先　

県
福
祉
相
談
セ
ン

タ
ー　

☎
０
２
９
・
２
２
１
・

４
９
９
２
／
市
役
所
児
童
福
祉

課　

内
線
１
５
４

　

常
総
エ
リ
ア
（
守
谷
市
・
取

手
市
・
つ
く
ば
み
ら
い
市
・
利

根
町
）
の
高
校
生
た
ち
と
地
元

で
飲
食
店
を
営
む
調
理
人
た
ち

が
共
同
で
、
地
元
の
食
材
を
利

用
し
た
創
作
メ
ニ
ュ
ー
を
発
表

し
販
売
し
ま
す
。

　

地
元
の
特
産
物
を
地
域
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
Ｐ
Ｒ
し
、
多
く
の

人
た
ち
に
発
信
し
ま
す
。ぜ
ひ
、

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

６
月
５
日
㈰
午
前
11

時
〜
午
後
２
時
▼
会
場　

守
谷

駅
西
口
駅
前
広
場

▼
主
催
・
問
合
先　

㈳
常
総

青
年
会
議
所　

☎
０
２
９
７
・

74
・
２
４
８
８
／
齋
藤

０
９
０・
４
１
７
９
・
５
０
５
０

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
地
元
の
野

菜
や
特
産
品
を
販
売
し
ま
す
。

家
族
や
友
達
と
一
緒
に
お
い
で

く
だ
さ
い
。

　
文
化
会
館
で
は
、ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
常
総
と
連
携
を
図
り
、
地
域

住
民
の
雇
用
促
進
と
就
業
の
安

定
を
図
る
た
め
、
求
人
情
報
の

提
供
・
就
職
に
関
す
る
相
談
等

を
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
日
時　

偶
数
月
の
第
３
水
曜

日　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
（
予
約
不
要
）
▼
会
場　

文

化
会
館
相
談
室
▼
内
容　

職
業

相
談
、求
人
情
報
の
提
供
等（
費

用
無
料
）
▼
相
談
員　

ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
常
総
職
員（
職
業
指
導
官
）

▼
問
合
先　

文
化
会
館

☎
48 

・
７
９
１
１

　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
児
童

等
の
「
心
の
相
談
」
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
。
余
震
の
た
び
に

ひ
ど
く
お
び
え
る
な
ど
、
お
子

さ
ん
の
様
子
に
心
配
な
こ
と
が

あ
る
と
き
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

被
災
児
童
、
そ
の
保

護
者
な
ど
※
県
外
か
ら
避
難
さ

れ
て
い
る
お
子
さ
ん
も
相
談
可

▼
期
間　

平
成
24
年
３
月
末
ま

大
学　

聴
覚
障
害
系
支
援
課

☎
０
２
９
・
８
５
８
・
９
３
３
４

cshiens4@
ad.tsukuba-

tech.ac.jp

　
商
工
会
女
性
部
で
は
、
い
き
い

き
セ
ミ
ナ
ー
骨
盤
体
操
（
歩
き
方

編
）
を
開
催
し
ま
す
。
良
い
姿
勢

と
良
い
歩
き
で
、
美
容
を
保
ち
健

康
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時　

６
月
10
日
㈮
午
後
２

時
〜
４
時
▼
講
師　

マ
ナ
ー
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
イ
リ
ス
ト　

蛯え
び
は
ら原

雅ま
さ
こ子

氏
▼
受
講
料　

無
料

▼
定
員　

40
人
▼
申
込
方
法

電
話
で
６
月
３
日
㈮
ま
で
に
申

し
込
む

▼
会
場
・
申
込
・
問
合
先　

市

商
工
会　

☎
48 

・
０
３
３
９

▼
日
時　

６
月
５
日
㈰
午
前
10

時
〜
午
後
３
時
※
雨
天
中
止

▼
会
場　
守
谷
駅
西
口
駅
前
広
場

▼
問
合
先　
地
場
産
品
販
売
促
進

事
業
担
当
（
石
澤
）

０
９
０
・

３
１
４
８
・
５
３
７
０
／
市
役

所
経
済
課　

商
工
・
観
光
Ｇ

内
線
２
６
２

　

授
業
を
受
け
る
聴
覚
障
害
学

生
を
支
援
す
る
た
め
の
パ
ソ
コ

ン
ノ
ー
ト
テ
イ
ク
（
パ
ソ
コ
ン

入
力
に
よ
る
音
声
の
文
字
化
）

技
術
を
学
び
ま
す
。
一
定
の
技

術
を
習
得
し
た
方
は
、
パ
ー
ト

雇
用
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
日
時　

６
月
９
日
〜
７
月
14

日
の
毎
週
月
・
木
曜
日
、
９
月

の
毎
週
木
曜
日
（
全
16
回
）
午

後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分
▼
会

場　

筑
波
技
術
大
学
天
久
保

キ
ャ
ン
パ
ス
（
つ
く
ば
市
天
久

保
４
ー
３
ー
15
）
▼
受
講
要
件

ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
パ
ソ
コ
ン
の
操

作
・
文
字
入
力
に
慣
れ
て
い

る
方
（
１
分
間
に
１
０
０
〜

１
２
０
文
字
の
入
力
が
可
能
）

▼
受
講
料　

無
料
▼
申
込
方
法

６
月
７
日
㈫
ま
で
に
電
話
、
ま

た
は
電
子
メ
ー
ル
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

筑
波
技
術

職
業
相
談

職
業
相
談

東
日
本
大
震
災
被
災
児
童
の

東
日
本
大
震
災
被
災
児
童
の

「

心

の

相

談

」

「

心

の

相

談

」

Ｊ
Ｏ
Ｓ
Ｏ

Ｊ
Ｏ
Ｓ
Ｏ--

コ
ラ
ボ
グ
ル
メ
新
王

コ
ラ
ボ
グ
ル
メ
新
王

『
食
と
職
が
人
と
地
域
を
結
ぶ
』

『
食
と
職
が
人
と
地
域
を
結
ぶ
』
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座
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ふ
る
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と
市
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り
や
朝
市

ふ
る
さ
と
市
も
り
や
朝
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骨
盤
体
操

骨
盤
体
操

みんなで省エネ（節電）！　手の届くところから始めよう！

省エネレッスン《テレビ編》
・・消すときは主電源をＯＦＦに。
・・ゲームが終わったら忘れがちなテレビの電源もＯＦＦに。
・・１週間に１度くらいは画面の掃除を。
省エネ効果は
○テレビの見る時間を1日1時間減らすと
　・・液晶の場合（20インチ）
　　年間で電気15.00kwhの省エネ（約330円節約）となります。
　・・プラズマの場合（32インチ）
　　年間で電気74.57kwhの省エネ（約1,640円節約）となります。
○画面は明るすぎないように
　　年間で電気28.89kwhの省エネ（約660円節約）となります。
○音量は不必要に大きくしない
　　年間で電気2.46kwhの省エネ（約50円節約）となります。
※（財）省エネルギーセンター『家庭の省エネ大事典』から引用

　染谷寿海さん、染谷旭飛さんが守谷消防署長か
ら感謝状を受けました。
　２人は大柏地内の山林で発生した火災を見つ
け、家族で力を合わせ初期消火を行いました。
　この延焼拡大を未然に防いだ行動が表彰された
ものです。

　多年にわたり市の民生委員・児童委員として、
社会福祉向上のため、ご尽力いただいた下

しもむら

村希
き い ち

一
さんと宮

み や の い り

野入まさ子さんが退任の際に、全国民生
委員児童委員連合会会長から表彰されました。長
い間お疲れさまでした。

地域で安全・安心なまちづくりを目指して
●問合先　市役所市民協働推進課　安全・安心対策室　内線 135

　これだけ手口が知られても、被害が後を絶たない振り込め詐欺。「私だけは大
丈夫」と被害者の多くは、被害に遭うまでそう思っています。「もしもし、オレ
だけど」の電話を不審に感じても、次第に相手のペースに乗せられて被害に遭っ
てしまうケースが後を絶ちません。犯人はあの手この手で、あなたを慌てさせ、
惑わし、巧みに操りに掛かります。巧妙な手口にだまされないように、日ごろか
ら注意しましょう。

　初期消火に活躍

　染
そ め や

谷  寿
じ ゅ か い

海さん

　染
そ め や

谷  旭
あ さ ひ

飛さん　　へ感謝状贈呈
民生委員・児童委員永年勤続民生委員・児童委員永年勤続
全国民生委員児童委員会長表彰全国民生委員児童委員会長表彰

下村希一さん
（本町）

宮野入まさ子さん
（松前台）

◀
守
谷
消
防
署
長
直
筆
の
感
謝

状
を
受
け
る

守谷市の交通事故発生状況（4月）　　件数10件　　死者数0人　　負傷者数13人

【巧妙な手口】
○手渡しによるオレオレ詐欺
　最近、金融機関の窓口やＡＴＭでは係員が声を
掛けたり、警察官が警戒をしているため、現金の
振り込みを要求せず、「上司が取りにいく」「バイ
ク便業者を向かわせる」などと言って現金を直接
被害者の自宅まで取りに来たり、街中で待ち合わ
せをして受け取るなど、巧妙にだまし取る手口が
増えています。
○レターパック・書留等による架空請求詐欺
　サイト使用料金の延滞料、有料サイトの解約忘
れ等を口実に料金を架空請求し、レターパックや
現金書留等を使い、現金を私設私書箱等に送金さ
せてだまし取る手口です。
※本来レターパックでは現金を送ることは出来ま
せん

【慌てず、落ち着いて　必ず確認！】
・・電話を切った後は、本人や勤務先・警察等に連
絡して事実かどうか確認してみましょう。
・・電話番号が変わったと言われた場合には、知っ
ている電話番号にかけてみて、本当に本人から
の電話かどうか確認しましょう。
・・振り込みは絶対にその日にしない、一人でしな
いなど必ず誰かに相談し、落ち着いて行動しま
しょう。
・・身に覚えのない支払い要求（架空請求）には、
応じないようにしましょう。
・・身内を名乗る者からの電話には、生年月日や名
前・身内しか知らない事項（例えば、飼ってい
るペットの名前など）を尋ねてみましょう。家
族だけで通じる合言葉を決めておくことも有効
です。 

息子を名乗るオレオレ詐欺に気をつけて！息子を名乗るオレオレ詐欺に気をつけて！

節 電 に ご 協 力 を ！節 電 に ご 協 力 を ！
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６
月
の
各
種
相
談

法律相談 21 日
 9：00 ～ 12：00

市役所

14日 9：00 から要予約 
☎ 45-1249

行政相談 13 日
13：00 ～ 16：00 －

教育相談
（ラポールルーム）

日～金曜日
 9：00 ～ 16：30 　 0120-783018

若者就労支援相談 25日（第４土曜日）13：00 ～ 17：00 中央公民館 要予約 いばらき若者サポステ
☎ 029-259-6860

不登校相談
（はばたき） 

火～金曜日
 9：00 ～ 16：00 もりや学びの里内 ☎ 45-2655

こころの
健康相談

23 日
13：30 ～ 15：30 保健センター １週間前までに要予約

☎ 48-6000

家庭児童相談 月～金曜日
 8：30 ～ 17：00

家庭児童相談室
（市民交流プラザ内）☎ 45-2314

心配ごと
相　　談

14：00 ～ 16：00
• ふくし　 　6日
•年金・労務 13 日

いきいきプラザ・
げんき館

（社会福祉協議会）
☎ 45-0088

電話相談 震災による建物一部損壊のため、相談を一時休止しています。
再開次第お知らせします。

消費生活相談 月～金曜日
 9：00 ～ 16：00

消費生活センター
（市役所内）

☎ 45-2327
12：00 ～ 13：00 を除く

生活機能相談 月・火・木曜日
10：00 ～ 17：00 市役所介護福祉課 要予約

☎ 45-1111 内線 174・175

JUNE
２
０
１
１
年
５
月
25
日
発
行　

広
報
も
り
や
お
し
ら
せ
版

環境に優しい大豆インキを使用しています。再生紙を使用しています。

6月

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.city.m

oriya.ibaraki.jp/

発
行
者
／
守
谷
市
長　

会
田
真
一　

編
集
／
守
谷
市
役
所
総
務
部
秘
書
課

〒
３
０
２
ー
０
１
９
８　

茨
城
県
守
谷
市
大
柏
９
５
０
ー
１　

☎
０
２
９
７
・ 

45 

・
１
１
１
１
（
代
表
）

１　水　人権相談（13:00 ～ 16:00 市役所）
　　　　献血（10:00～ 12:15・13:30～ 16:00ジョイフル本田守谷店）
２　木 空き缶・ビン収集日
３　金　
４　土　第２回もったいない市（10:00 ～市役所）
５　日　もりや夢の舞と響（13:00 ～中央公民館） 環境美化の日
６　月　もりやアヤメ祭り（～ 20日四季の里公園）
　　　　にこにこ広場（10:00～12:00地域子育て支援センター・夢っ子）
　　　　粗大ごみ戸別収集申込期間（～ 10日）
７　火
８　水　認知症の方の家族の集い（13:30～ 15:00市役所） 粗大ごみ戸別収集日
９　木 紙・布類収集日
10 金　こころのリハビリ（9：30 ～ 11：30 保健センター）
　　　　家庭児童相談室出張相談（10：00～11：30南守谷児童センター）
11土　家庭教育講演会（10：00 ～ 11：30 中央公民館）
12日　
13月　
14火　
15水　職業相談（9:30 ～ 11:30 文化会館）
16木 空き缶・ビン収集日
17 金
18 土
19 日　市民バレーボール大会（9：00 ～常総運動公園体育館）
　　　　市民グラウンドゴルフ大会（9：00～常総運動公園陸上競技場）
20月　粗大ごみ戸別収集申込期間（～ 24日）
21火　
22水 粗大ごみ戸別収集日
23木　家庭児童相談室出張相談（10：00～11：30南守谷児童センター）

紙・布類収集日
24 金　こころのリハビリ（9：30 ～ 11：30 保健センター）
25土　
26日　
27月　
28火　
29水　
30木　市・県民税１期、介護保険料２期納期限

※
法
律
相
談
は
、
同
一
事
案
の
相
談
を
受
け
付
け

て
い
ま
せ
ん

機　関　名 電話番号 ＦＡＸ番号

市役所（代表） 45-1111
　秘書課 45-2240

45-6529　企画課 45-2309
　総務課 45-1883
　財政課 45-1795

45-2590　税務課 45-1564
　収納推進課
　総合窓口課 45-6525　国保年金課
　市民協働推進課 45-2389 45-6526
　会計課 45-1113
　経済課 45-2096 45-5703
　消費生活センター 45-2327 45-1286
　農業委員会

45-5703　学校教育課 45-2195
　生涯学習課 45-2174
　指導室 45-2184
　社会福祉課 45-1691

45-6527
　介護福祉課 45-1744　地域包括支援センター
　児童福祉課 45-1679
　生活環境課 45-5339
　都市計画課 45-1963 45-2804　建設課 45-2094
　議会事務局 45-6528
上下水道事務所 48-1842 48-6087
保健センター 48-6000 48-6319
保健センター（諸証明収納担当） 48-1133 20-6201
中央図書館 45-1000 45-7500
中央公民館（仮予約☎ 48-6732） 48-6731 45-8003
郷州公民館（仮予約☎ 48-6724） 48-6711 46-0310
高野公民館（仮予約☎ 45-5419） 45-5411 20-6311
北守谷公民館（仮予約☎ 48-2606） 47-0111 47-0112
文化会館 48-7911 20-6017
もりや学びの里 48-0525 45-0625
国際交流研修センター（ログハウス） 48-2255 48-2255
市民活動支援センター 46-3370 46-3320
テニスコート受付 45-0271
学校給食センター 48-0253 48-5388
市民交流プラザ（キ・ターレ）45-2278 45-4062
南守谷児童センター（ミ・ナーデ） 21-1224 21-1277
家庭児童相談室 45-2314 45-2920
地域子育て支援センター・夢っ子 45-2462 48-8804
土塔中央保育所 48-1876 48-8799
北園保育所 48-4897 48-8794
もりやファミリー・サポート・センター 45-2432 45-2705
障害者福祉センターひこうせん 45-9801 45-9802
こども療育教室 47-0220
いきいきプラザ・げんき館 45-2940 48-5554社会福祉協議会 45-0088
（社）シルバー人材センター 48-8591 48-8965
守谷地区交番 46-0110
久保ケ丘交番 48-0110
南守谷交番 45-0110
守谷消防署 46-0119 48-1981
守谷消防署南守谷出張所 20-0119
常総運動公園 48-5675 45-7365
白寿荘 48-3217 48-2503

※直通電話がない課は市役所（代表）番号におかけください

※毎週日曜日は総合窓口課の窓口が開庁（8：30～ 12：00・13：00～ 17：15）しています
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